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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時
平成１３年１２月２５日（火）午前１０時　１分　開会
　　　　　　　　　　　　　　午後　２時４０分　閉会

１．場所
大会議室

１．出席委員

委 員 長� 山本善信 � 副委員長� 藤浦雅彦 � 委　　員� 大澤勝哉

委　　員� 本保加津枝 � 委　　員� 木村勝彦 � 委　　員� 石橋徳治

委　　員� 野口　博

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

助　役　小野吉孝

都市整備部長　小西　進 � 同部次長兼都市計画課長　北野正明　

まちづくり支援課参事　岡田秀樹

　　生活環境部長　前田宜伸　　環境対策課長　前川　弘

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　岸本文夫 � 同局次長代理　野杁雄三 �

１．案件

　　吹田操車場跡地利用問題について
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（午前１０時１分　開会）
○山本善信委員長　ただいまから駅前等
再開発特別委員会を開会いたします。
　理事者から、あいさつを受けます。
　小野助役。
○小野助役　おはようございます。師走
に入りまして、何かとお忙しい中、駅前
等再開発特別委員会を開催賜りまして、
厚くお礼申し上げます。
　また、先週までの第４回定例会におき
ましても無事終了させていただきまして、
この場をお借りいたしまして、改めてお
礼申し上げたいと存じます。
　さて、本日、本委員会にご説明を申し
上げます内容につきましては、去る１2
月２０日に提出がされました梅田貨物駅
移転計画にかかわりまして、環境影響評
価業務の一環でございます、環境影響評
価の準備書につきまして、後ほど事業者
でございます日本鉄道建設公団国鉄清算
事業本部の方より、事業の概要並びに予
定地の周辺の大気など、１２項目につき
ましての環境への影響につきまして調査、
予測等について、その概要、また内容に
つきましての説明をさせていただきたい
というふうに考えております。そういっ
た中で、本委員会でのご審議をより一層
深めていただきたいというふうに考えて
おります。
　また、１０月２６日の本委員会でご説
明申し上げました環境影響評価の準備書
にかかりますフォローに基づきまして、
今後の地元説明会等の行政手続につきま
して、後ほどそのスケジュール等につき
ましてご説明をさせていただきたいとい
うふうにも存じております。何とぞ、よ
ろしくお願い申し上げます。
○山本善信委員長　あいさつが終わりま
した。
　本日の委員会記録署名委員は、藤浦委

員を指名します。
　本日の案件の吹田操車場跡地利用問題
について説明をお願いいたします。
　生活環境部長。
○前田生活環境部長　本日、本委員会に
ご報告申し上げます案件につきましては、
鉄道建設公団から、大気汚染、水質汚濁、
騒音、振動、土壌汚染、日照阻害、電波
障害、動植物、景観、文化財、廃棄物及
び地球環境の１２項目の調査結果、予測
及び評価を取りまとめた準備書が１２月
２０日に提出されました。今後の環境影
響評価準備書の手続につきまして、配付
させていただいておりますスケジュール
案に沿ってご説明させていただきます。
　来年１月１６日に３０日間の縦覧開始
を行います。縦覧場所につきましては、
市役所環境対策課、女性センター、正雀
市民ルーム及び千里丘、味生、鳥飼各公
民館の６か所となっております。
　日本鉄道建設公団では、縦覧期間中の
１月２１日月曜日、１９時から総合福祉
会館で、１月２３日水曜日、１９時から
千里丘公民館で、１月２７日日曜日、１
４時から総合福祉会館で、合計３回の住
民説明会を開催されます。
　また、準備書につきましては、環境の
保全の見地から意見を有する市民から縦
覧開始の１月１６日から４４日間の２月
２８日までに意見書の提出を求めること
としています。これらの内容につきまし
ては、１月１日発行の広報に掲載し、市
民に周知を図ってまいります。なお、１
月１８日の自治連合会役員会におきまし
て、同公団から本日と同様の説明を行う
予定にもなっております。
　以上をもちまして、環境影響評価準備
書に対する本市の今後の手続につきまし
ての報告及び説明とさせていただきます。
○山本善信委員長　説明が終わりました。
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ただいまの内容に関する質問は、次に予
定しています説明会の後に受けたいと思
いますので、よろしくお願いいたします。
　暫時休憩いたします。

　（午前１０時６分　休憩）
　（午後　２時　　　再開）

○山本善信委員長　再開します。
　この際、理事者に対する質問があれば
お受けいたします。
　暫時休憩いたします。

　（午後２時１分　休憩）
　（午後２時２分　再開）

○山本善信委員長　再開します。
　理事者に対して、ご質問があればお受
けいたしたいと思いますが、ございませ
んか。本保委員。
○本保委員　お尋ねいたしますけれども、
吹操の方の工事期間と摂津市におきまし
てはＪＲ千里丘ガードの拡幅工事が平成
１４年着工、２０年完成ということであ
るわけでございますけれども、こうなり
ますと平成１５年度から１９年度の工事
をする吹操跡地の建設工事と重なってし
まうわけですけれども、これにつきまし
ては、この点、市民の足に対する交通の
影響などが大変心配されるわけですけれ
ども、これについては市の方としまして
は、どのようにお考えでしょうかお聞か
せいただきたいと思います。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　吹操と千里丘ガー
ドの事業の重複による市民の足への影響
についてでございますが、一定、その吹
田操車場跡地の工事事業につきましても
先ほどご説明がありましたように、１５
年から１９年の中で、一定、その工事を
されるということでございます。また、
千里丘ガードにつきましても、いよいよ
平成１４年度から本格的に掘削、あるい
は工事桁の受け桁の事業に入られます。

こういった状況の中で特に運搬車、搬入
搬出路の問題もございます。ここらも含
めまして、やはりその鉄道建設公団と、
さらに大阪府と調整をしながら、いわゆ
るその事業が停滞をしないような状況で
もって、これは考えてまいりたいという
ふうにも思います。
　そして、やはりその市民の足確保の問
題につきまして、十分工事中におきまし
てもお互いに配慮しながら通行が円滑に
図られるように、私どもといたしまして
は大阪府に今後さらに調整を図りながら
進めさせていただきたいというふうに考
えております。
○山本善信委員長　ほかにありませんか。
　本保委員。
○本保委員　府の方と相談されます、鉄
建の方とも相談をされまして、大体いつ
ごろこういうふうな形になる、またいつ
ごろにこういうふうにするということが
お答えいただけるか、ちょっとお聞かせ
いただきたいんですけれども。
○山本善信委員長　北野次長。
○北野都市整備部次長　事業の中身とい
うたら非常に地下を掘るという関係でご
ざいまして、何のものが出てくるという
のは非常にわかりづらい部分がございま
す。やはり、私どもといたしましても先
ほど申しましたように、平成１７年には
何とか、迂回路的なものをこしらえなが
ら、いわゆる本体工事の方に取りかかっ
てまいりたいというふうには考えており
ますが、一定、非常に難しいのは、どれ
だけの事業でどう進むのというふうなお
話があるんですけども、なかなか今のと
ころは現実的には答えづらいという現状
でございます。
　今、申し上げる範囲では、ある程度の
迂回路整備が平成１７年ぐらいには完成
すると、その折には車両の通行を切りか
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えながら、また歩行者動線も考えながら、
その時点におきまして検討を加えてまい
りたいというふうには思っております。
ちょっと、えらい申しわけないんですけ
れども工事の中身につきまして、明確な
回答はできませんけども、一定、平成１
７年あたりには迂回路的なものが整備で
きて、車両の交通切りかえをされながら
工事をさらに進められていくというふう
なことで、ひとつご理解をお願い申し上
げたいと思います。
○山本善信委員長　具体的に一般車両と
のかかわりで、かなり影響するところに
ついては、できるだけ早く事前に説明で
きるように準備してくださいということ
だけ言うておきます。それでよろしいで
すか。木村委員。
○木村委員　当初の計画、梅田貨物から
分割をして吹田と百済と両方に分けてい
くという、百済に２５万トンでしたか、
その辺の話し合いの進み具合というのは、
私たちは全く見えてこないんですけれど
も、非常に百済についても周辺の環境か
らしても、相当やっぱり周辺住民の同意
を得るのが難しいという状況があるよう
に聞いてますし、８７年実績で１６０万
トンのうちの２５万トンを百済へ持って
いくという当初の計画があったと思うん
ですけれども、その辺の状況の変化、そ
の後相当、バブルで景気が好況でどんど
ん貨物がふえてくるということで、減る
どころか、ふえる一方やというようなこ
ともお聞きしましたし、新聞でも報道さ
れましたし、そういう点では今、不況の
中で貨物等の減少等もあって、時代時代
で変化があろうかと思うんですけれども、
一応出してきた基本線、２５万トンを受
け入れるような、向こうの方に話し合い
をした進展があるのかどうかによって、
やはりこの計画全体が非常に難しい状況

になってくるんではないかと思うんです
けれども、吹田の方がどんどん進めていっ
てしまっても百済の方が進まんというこ
とでは、事業全体が進まないですから、
その点での進捗具合について担当の方で
どういうふうに掌握されているか、ちょっ
とお聞きしておきたいと思います。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　要は大阪市の２分
の１の移転の問題について、どのような
協議されているかというご質問と思いま
す。これは前回にもご答弁申しておりま
すように、行政手続をしていただくため
の１つは、吹田、摂津については環境ア
セスが１点ありますと。もう１点の問題
については、大阪梅田の残りの２分の１
の移転先について、大阪市と正式に協議
していただくという基本的な考え方で基
本合意させていただいたというのが中身
でございます。我々は、そういうことの
中で、１つは、最終的な受け入れ合意の
なる段階においては、工事の着手ゴーと
いうことになりますけども、その時点で
は先ほど木村委員がおっしゃっている危
惧する問題等についても、一定、鉄道建
設公団と大阪市が覚書なり、協定を結ん
でいただくことが１つの担保というふう
にも考えています。
　もう１点は、アセスの問題について、
吹田、摂津両市が同意をした段階で初め
て受け入れの基本合意があるというよう
に考えておるわけでございまして、今は
それの協議をされておるというようにも
考えておるわけでございます。
　先ほど、いろいろと本保委員からも質
問があったんですけど、１５年というの
はあくまで国鉄清算事業本部が１５年度
末に解散するということの中で、１５年
度から着手された場合はおおむね５年ぐ
らいかかりますというのが、こういうふ
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うな予定表の中身でありまして、場合に
よっては、いろいろ吹田の条例等によっ
て１６年にずれ込むかもわかりません。
これらについては、いわゆる本市におい
ても先ほどの質問がありましたように、
十三高槻線の左折れの担保性とか、いろ
いろそれらをずっと押さえていって、詰
まった段階で最終的な基本合意であると、
受け入れの基本合意であるというように
も考えておりますので、一定、もう少し
時間がある中で、それらを具体的に詰め
ていきたいというように考えておるわけ
でございます。以上です。
○山本善信委員長　大阪市とのかかわり、
今の掌握している内容については。
　小西部長。
○小西都市整備部長　先ほどから言って
ますように、いろいろ担当者レベルでは
協議はされてますけども、まだ表に出せ
る状態でないというのが、我々も聞いて
おる中身でございまして、それらについ
て、一定、鉄道建設公団と大阪市の都市
整備局長とは、いろいろと文書のやりと
りをしながら、きょうもお示ししました
内容についてされておると。大阪市とし
ては、引き続いて協議していきますとい
うような公文書回答もされてますから、
我々は、一定、協議されておるんじゃな
いかなと。
　ただ、本市において一定の表に出る協
定文なり、それらの中身としては大きな
ハードルの２つを、山を越えて初めて受
け入れの基本合意をしますよということ
がありますので、我々としてはそれがな
い限りは受け入れの基本合意はしないと
いうように過去の議会の本会議でもご答
弁申しておることについては、本市も吹
田市も同様の考えであるということは間
違いないと思います。以上です。
○山本善信委員長　木村委員。

○木村委員　ちょっと、きょう我々はこ
ういう環境影響評価のスケジュール等に
ついて説明を受けたんですけれども、具
体的に吹操の跡地の問題については、こ
ういうスケジュールが組まれているわけ
ですね。ところが、百済の方については、
まだ大阪市の方で協議が整っていないと
いうような状況の中で、もし仮にこれが
不調に終わったときに、とりあえずはそっ
ち側の方、百済もだめになったと、仮に
だめになった場合には、吹操については
年間１００万トンの取扱量については、
一切変化がないということでコンクリを
されて、やっていかれるのか、そうでな
かったら今既に大阪の跡地の中では、東
京のヨドバシカメラとか、そんなのがど
んどん出てきて、進めていってる。移転
せざるを得ないような状況が出てくる。
しかし、貨物の受け入れ先としては、吹
操は話が進んでいってるけれども百済で
は話が進まないということであれば、事
業そのものが大きく、やっぱり行き詰まっ
てくると思うので、その辺の展望とか、
ある程度具体的な取り組みが見えて来な
いと非常に困ると思うんやけれども、そ
の辺の状況の掌握をどのようにされてい
るのか、一遍、聞かせてください。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　最終的に大阪市と
の協議が整わない場合、どうなるのかと
いうことでございますけれども、これは
過去の、ちょうど木村委員が当委員会に
入っておられない時期だったと思います
が、その時点においては、私はもしほか
の、他の３か所で移転がない場合につい
ては、梅田の現在ある施設の半分は残る
という内容では、ご答弁をさせていただ
いておるわけでございます。
　ですから、鉄道建設公団については、
吹田に１００万トン、場合によっては、
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時期はラップしますけども梅田には存続
しますよということの内容は向こうから
聞いておる中身でございまして、ほかの
場所について住民合意が得られない場合
については梅田に残るんだというような
基本的な考え方で我々は理解しておるわ
けでございます。あくまでも梅田を残し
ながら吹田に来るということであります
ので、梅田が全部廃止されるということ
はないというふうに判断しておるわけで
ございます。以上です。
○山本善信委員長　木村委員。
○木村委員　一応わかりましたけど、年
間１００万トンの数値は変わらないとい
うことで、残りは梅田の方で残していっ
てもらうということになるということに
ついて、やっぱりきっちりと守ってもら
うということにしておいてもらわんと、
やっぱり百済がだめなんで吹田の方にも
う少し扱い貨物量をふやしてくれという
ようなことになってくると、我々として
は１からの振り出しに戻ってしまいます
し、そういう点での詰めはきっちりとし
てもらいたいということをお願いして終
わります。
○山本善信委員長　方々、本委員会の意
思としてもその辺のところを十分、こっ
ちだけの問題じゃなしに大阪市とのかか
わりについても十分、情報を得て、遅れ
を取ることのないようにしていただきた
いということを申し上げておきます。
　ほかにございませんか。野口委員。
○野口委員　先ほど休憩中の説明会でい
ろいろ質問させていただきましたけども、
今のご質問に関連して、まず確認したい
のは、こういう形でこれから環境アセス
について地元説明会に入りつつ、この準
備書の問題をもんでいくと、そのあと評
価書の手続をする段階として、作業をし
て、順調にいって来年いっぱいそういう

作業まで押し上げて、再来年から工事に
入るということまで来てるわけですよね。
そうしますと、テンポ的に４年余り、半
分は大阪市内で扱うということで、大阪
市を含めた関係機関と協議をしますよと
いうのは基本協定の中に書かれて、そん
だけの期間経ってるわけですね。そうし
ますと、今後２、３年の間に、この取り
扱いの問題がどう動くのかというのが大
変危惧をしているわけです。
　今、部長は梅田貨物駅に残っている分
について、ほかに調整つかなかったら残
りの半分を梅田貨物で、現状で取り扱う
んだという、そういう無責任な発言をさ
れるんだけれども、そしたら基本協定は
何なんですかね。現時点で、きょうは説
明会でこの問題に対する答弁もらわなかっ
たけども、基本協定書の趣旨はお互いに
協議、処理をすると、梅田貨物駅以外で
ですよ。これが基本協定の趣旨なんです
よ。それは仮定の話であったとしても、
そんなことは言うべき話ではないと僕は
思うんですよ。残念なのは、先ほどの説
明会でもああいう文書以上のものが、話
が聞けなかったという点は大変残念です
けども、委員長、ちょっとこれは大問題
ですわな。そういう発言をされるという
ことは、ちょっとそういう問題について
どうなのか、助役も含めて意見を聞いて
おきたいと思います。
　それと、きょうのアセスの結果につい
て、予測、評価について、先ほどもちょっ
と申し上げましたけども、現状の生活環
境を悪化させないと、保証がない限りは
同意しないというのが最初の本市の前提
条件でありましたわね。きょう示されま
した。ということは、少ない数値であっ
ても、悪い方に影響するわけですわな、
プラスの方で、これも明らかになったわ
けです。そういう意味では、基本協定書
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を結んだとしても、本市としても専門委
員会だとか、いろいろこれから縦覧をし
てやっていきますけども、この数値に対
してどういう立場に立って物事を対応し
ていくのかというのは、僕は問われてい
ると思うんですよ。その辺、基本的な考
えを聞かせていただければと思います。
　以上です。
○山本善信委員長　小西部長。
○小西都市整備部長　先ほどの質問の中
で大阪市の他の場所へ協議が成立しない
場合、どうなるのかということの中の基
本的な答弁をさせていただいたつもりで
ございます。と言いますのは、私どもは
平成９年６月１８日付で国鉄清算事業団
から移転問題について申し入れされたわ
けでございます。その後、約１年半ぐら
いをかけながら、いろいろと市の考え方
なり、いろいろ照会文書を出しながら協
議してきた中身がございます。その中で
先ほど答弁いたしました大阪市の他の場
所で合意がならない場合、どうなるのか
ということも実は国鉄清算事業団に対し
て文書を出してます。その中で一定の考
え方はお聞きした経緯がございます。そ
の中で現在、１４ヘクタールがあるんで
すけども、おおむね２分の１、場所とい
いますと約７ヘクタールぐらいですけど
も、その場所について残るであろうとい
うことは過去の委員会でもご答弁申し上
げた経緯がございます。そういうことで
先ほども木村委員の質問の中で、他の場
所が合意にならない場合については梅田
に残るんだと、いずれは国鉄清算事業本
部といたしましては、当然、更地にして
売却するのが基本的な目的でありますの
で、時間的にずれるかもしれませんけれ
ども、大阪市とは協議を成立していきた
いというような内容でしたので、我々と
しては吹田の基本合意を受けて、それで

は行政手続をしてくださいよということ
の中で現在、環境アセスなり、大阪市と
協議されておるのが現状でございます。
　以上です。
○山本善信委員長　前田部長。
○前田生活環境部長　アセスの結果、数
値の件でございますが、微妙に、建物が
できたり、いろんなものが動けば環境に
必ず影響がございます。その意味から今
後、環境影響評価審査会の中でいろいろ
検討いただいて、その数値を見て、それ
をもって市としてはどういう判断をする
のかというふうにつなげていきたいとい
うように考えております。
○山本善信委員長　野口委員。
○野口委員　１点目の問題です。ちょっ
と、なかなかわからんのですけどね、意
味が。だから、もう間もなく新しい年を
迎えますし、５年近くなろうとしていま
す。半分をこっちに移転するということ
で、貨物駅の移転問題について申し入れ
があったところから、そこからいろいろ、
あと半分をどうするかということを論議
されて、そういう方向性が示されて今日
に至っているわけですわね。この間、い
ろいろ委員会でもいろんな場で質問して
もあいまいな答弁しか返ってこないと。
３年ほど前の大阪市議会の記録も示して
一度論議したことがありますけれども、
そのときの大阪市の担当は全然、話が来
てませんというのが議会の正式な答弁だっ
たんですね、大阪市のね。
　そのあと、ある時期に文書で申し入れ
が来たということで動いてきてますけど
も、しかし目に見えないと。そういうこ
とからして、余りあと残りの１００万ト
ンについて梅田貨物駅以外の大阪市内で
の処理について、扱いについて具体的な
作業が進められてないし、熱心ではない
と。残ったら梅田貨物で見たらいいんや
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ということが前提にあるんではないかな
と。そうすれば、わざわざこっちに半分
落としてきて、梅田貨物駅移転の本来の
原点である、更地にして売って債務の償
還にするんだという、前提条件そのもの
が崩れるわけです。そういう意味では少
なくとも守るべきものは基本協定であっ
て、この立場で真摯に、お互いにやっぱ
り進んで、取り組んでいくと、そのこと
を逐次委員会等に報告をするというのが
最小限度の対応だと思うんですよ、それ
が１つの大きな問題について、あいまい
な到達しか言えないと。結果、行けなかっ
たら、現状でそれも見るんだという、そ
ういう点について、なかなかこの取り組
みについてのとらまえ方といいますか、
その辺が見えないというのが大変残念で
ありますけども、そうしますと、例えば
来年からまたこの問題については、吹田
市を含めて大きな住民運動に展開されて
くるだろうと思いますけども、仮に進む
と、期限は別にしまして、その時点でこ
の貨物取り扱いの問題について、どうい
う扱いをするんですか、基本協定書を前
提としてね。その出発をすると、工事を
するという時点で、まだ行き先が決まっ
てないという場合、どういう取り扱いを
するんですか、行政手続と、実際、環境
アセスが済んで工事に入るのは、また別
問題ですからね。
　今、基本的なスタンスは行政手続だか
ら市は認めてますよというのが基本的な
スタンスです。しかし、その中のこの問
題が崩れれば、崩れてはっきりしない、
結論も出ない中で手続が済んで工事に入っ
ていくとした場合に、この前提も崩れる
んですよ、その辺もどうされるのか、ちょっ
とあわせてお答えをいただきたいと思い
ます。
○山本善信委員長　小西部長。

○小西都市整備部長　先ほどもご答弁し
てますように、環境アセス評価というの
は行政手続の一環でありますよというこ
とは、もうご理解いただけると思います。
それらクリアして初めて受け入れの合意
です。受け入れの合意イコール工事着手
ですよというふうに我々判断させていた
だいておるわけでございまして、それら
の大きなハードルを越えない場合につい
ては、受け入れの合意はできないという
ことで考えておるわけでございます。そ
の中の大きなハードルを越える中身につ
きましては、１つは大阪市の移転問題、
他の場所の移転問題について文書なり協
定がない限りは可能性はないというのが、
まず１点でございます。
　それと、もう１点は本市、吹田市と今
進めておりますアセスの問題をクリアし
て、初めて受け入れの基本合意を締結し
ましょうということでありますので、我々
といたしましてはそれらがない限りにつ
いて、２分の１の受け入れを合意しない
という考え方を持っておるわけです。
　仮にアセスはマルになりましたと、大
阪市の移転について他の場所という協定
があっても、場合によって時間のずれが
出るかもわかりません、梅田の更地につ
いては。そういう場合については、梅田
が残ってほかの工事をされる、それは大
阪市の問題でありますから、我々はそう
いう大阪市との協定がない限りとしては、
両市は受け入れを合意しないというのが
過去の議会でもご答弁申しております趣
旨でございます。以上です。
○山本善信委員長　ほかにございません
か。

　（「なし」と呼ぶ者あり）
○山本善信委員長　以上で、吹田操車場
跡地利用問題については、終わらせてい
ただきたいと思います。
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　暫時休憩いたします。
　（午後２時２６分　休憩）
　（午後２時２８分　再開）

○山本善信委員長　再開いたします。
　最後に行政視察についてであります。
視察事項及び視察先、日程については、
あらかじめ事務局に案を作成するよう、
私の方から要請しておりますので、事務
局から説明をお願いいたします。野杁代
理。
○野杁事務局次長代理　それでは、平成
１３年度の駅前等再開発特別委員会の行
政視察案について説明いたします。
　２案用意しておりまして、まず第１案
といたしましては、岐阜県の岐阜市と愛
知県の知立市でございます。岐阜市につ
きましては、人口約４１万人でございま
して、ここでは岐阜駅貨物ヤード跡地の
整備事業ということで、香蘭土地区画整
理事業をやっておられるということでご
ざいます。この地区につきましては、Ｊ
Ｒ岐阜駅の西約１キロに位置しておりま
して、貨物ヤードの跡地、それとそれに
関連する運輸施設が大半を占めておりま
して、一部住宅地としても利用されてい
る既成市街地でありました。この岐阜駅
周辺地区を一体とした都市拠点総合整備
事業の中で貨物ヤード跡地の高度利用及
び道路網に整合した道路整備を行うため
に区画整理事業が実施されているという
ことでございます。区域面積は約９０ヘ
クタールで、都市計画決定、事業計画決
定が平成２年で事業年度は平成１３年度
までとなっております。
　もう１市の知立市につきましては、中
町銀座地区第１種市街地再開発事業とい
うことで、中心市街地の新たな生活拠点
として発展させるために、組合施行で０．
７５ヘクタールについて再開発が実施さ
れています。事業年度は、平成６年から

平成１０年で、駅前再開発ビルといたし
まして２棟を建設されまして、地下２階、
地上１２階、延べ床面積１万平方メート
ルの建物、それと地下１階、地上１０階、
延べ床面積１万２，２００平方メートル
の建物が、一体的な利用を図るため上空
歩廊でつながっているということで、商
店街、ホテル、コンサートホール、マン
ション等からなっておるということでご
ざいます。
　２案目が富山県の富山市と同じく富山
県の高岡市でございます。富山市につき
ましては、富山駅前街区第１種市街地再
開発事業ということで、この地区はＪＲ
富山駅の南側に面しているところで、木
造老朽建物が残っておりまして、都市機
能面から整備状況は不十分であったとい
うことから組合施行の再開発によりまし
て表玄関としてふさわしい景観の創出、
商業施設の充実が図られているというこ
とでございます。事業面積は約０．８３
ヘクタールで、平成元年に組合設立、平
成２年に着工、平成４年に竣工しており、
再開発ビルは地下１階、地上１５階、延
べ床面積は３万２，０００平方メートル
ということでございます。
　高岡市につきましては、御旅屋第１街
区第１種市街地再開発事業ということで、
ＪＲ高岡駅から北へ４００メートルの高
岡市の商業の中心地でございますが、道
路狭隘、地区内宅地の細分化、木造密集
家屋の老朽化、駐車場対策の遅れなどの
問題があることから、この地区について
商業活性化を図る誘導拠点として組合施
行で再開発事業が実施されております。
事業面積は０．７２ヘクタールで、再開
発ビル着工が平成４年、竣工が平成６年
で、地下２階、地上９階、延べ床面積２
万９，０００平方メートルのビルが建設
されているということでございます。
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　以上、２案でございます。
　引き続き、日程でございますけれども、
日程につきましては２日間の実施という
ことでございますが、用意しております
のは２月６日水曜日、７日木曜日、８日
金曜日、あるいは翌週でございますが、
２月１２日火曜日、１３日水曜日、１４
日木曜日、このうちの２日間で実施して
いただきたいと考えておりますので、よ
ろしくお願いいたします。
○山本善信委員長　説明が終わりました
が、あと協議に入りたいと思いますが、
視察先、日程についてご意見を賜ります。
ご意見をどうぞ。野口委員。
○野口委員　２月８日は既に予定が入っ
ています。
○山本善信委員長　まず、日程について
皆さんの合意を得たいと思いますが、２
月の６日、７日でよろしいですか。
　（「だめです」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　７日、８日がだめやっ
たら、２月１２日、１３日、１４日はよ
ろしいですか。

　（「はい」と呼ぶ者あり）
○山本善信委員長　それでは、第１候補
日程は２月１３日、１４日といたしまし
て、それで１２日、１３日を第２候補日
程にいたします。それで相手市と調整し
ていただきましょう。
　視察先につきましては、１案、２案、
どこがよろしいでしょうか。

　（「１案」と呼ぶ者あり）
○山本善信委員長　それでは、第１案に
決定してよろしいですか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　それでは、第１案に
決定いたしまして、相手市のご都合を聞
かせていただくということで、この場で
休憩いたします。

　（午後２時３３分　休憩）

　（午後２時３９分　再開）
○山本善信委員長　再開いたします。
　日程につきましては２月の１３、１４
日を第１候補にして、それでもしいろい
ろ都合がつかない場合は２月１２、１３、
１４日のうち２日間ということにします。
　それで、あと視察先につきましては第
１案ということで、詳細は正副委員長に
一任いただくということでよろしいでしょ
うか。

　（「はい」と呼ぶ者あり）
○山本善信委員長　それでは、そういう
ことでよろしくお願いいたします。
　これをもって本委員会を閉会いたしま
す。

（午後２時４０分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により
署名する。

駅前等再開発特別委員会
　委員長　　山 本 善 信

駅前等再開発特別委員会
　委　員　　藤 浦 雅 彦
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